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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層と一対の電極を含み、該一対の電極が設けられた面とは反対側の面を光出射面
とする発光素子、および光学部材を備える発光装置であって、
　前記光学部材が、前記発光素子の光出射面に、金属膜を介在して接合され、
　前記金属膜は、厚さが、成膜速度換算で０．０５ｎｍ以上、かつ当該金属膜を形成する
金属原子の原子径の２倍以下であることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記金属膜の厚さが、成膜速度換算で当該金属膜を形成する金属原子の原子径の２倍未
満であることを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記金属膜の厚さが、成膜速度換算で当該金属膜を形成する金属原子の原子径以下であ
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記金属膜は、互いに分離された複数の金属部からなることを特徴とする請求項１～３
のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項５】
　前記発光素子は、前記半導体層、または前記半導体層を積層した基板が、前記金属膜又
は金属部を介して前記光学部材に接合されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１
つに記載の発光装置。
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【請求項６】
　前記金属膜又は金属部は、Ａｌ，Ｔｉ，Ａｕから選択される１種または２種以上の合金
からなることを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項７】
　前記発光素子と前記光学部材間の一部は、表面活性化接合により接合されていることを
特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項８】
　前記金属膜は、Ａｌを含むことを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の発光
装置。
【請求項９】
　前記金属膜は、Ａｕを含み、
　前記光学部材は、前記発光素子からの光を５００～６００ｎｍにピーク波長を有する光
に変換する波長変換部材であることを特徴とする請求項１～８のいずれか１つに記載の発
光装置。
【請求項１０】
　前記発光素子の光出射面とは反対側の面に、反射層を有することを特徴とする請求項１
～９のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１１】
　半導体層と一対の電極を含み、該一対の電極が設けられた面とは反対側の面を光出射面
とする発光素子と前記光出射面に接合された光学部材とを備えた発光装置の製造方法であ
って、
　前記光学部材および前記発光素子の少なくとも一方の接合面に、金属膜を、成膜速度換
算で０．０５ｎｍ以上、かつ当該金属膜を形成する金属原子の原子径以下の厚さに成膜す
る金属膜成膜工程と、
　前記接合面同士を接合する接合工程と、を不活性ガス雰囲気で連続して行うことを特徴
とする発光装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記金属膜成膜工程の前に、前記発光素子および前記光学部材のそれぞれの接合面の算
術平均粗さＲａを１ｎｍ以下にする接合面平滑化工程を行うことを特徴とする請求項１１
に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記金属膜成膜工程において、前記金属膜を、成膜速度換算で０．０５ｎｍ以上、かつ
当該金属膜を形成する金属原子の原子径未満の厚さに成膜することを特徴とする請求項１
１又は１２に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記金属膜成膜工程における前記金属膜は、成膜速度換算で０．０５ｎｍ以上、かつ当
該金属膜を形成する金属原子の原子径の半分以下の厚さに成膜することを特徴とする請求
項１１又は１２に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記接合工程の前に、前記発光素子の接合面及び／又は前記光学部材の接合面を活性化
する接合面活性化工程を含む請求項１１～１４のいずれかに記載の発光装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記接合面活性化工程において、前記接合面をキャリアガスのイオン又はプラズマに曝
すことにより活性化する、請求項１５に記載の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子が搭載された発光装置、およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーダイオード（ＬＤ）等の半導体発光素子を搭載し
た発光装置は、波長等の所望の光学特性の光を取り出すために、波長変換部材やレンズ等
の光学部材を半導体発光素子に接触させて備えることがある。このような発光装置におい
て、例えば波長変換部材として、ＹＡＧ系蛍光体のような複合酸化物や窒化物、あるいは
前記の蛍光体を粉末状に粉砕して添加した透光性樹脂が適用される。
【０００３】
　半導体発光素子は、当該半導体発光素子を構成する窒化物系半導体やこの窒化物系半導
体を形成するためのサファイア等からなる基板が高屈折率材料であるのに対して、透光性
樹脂は一般に屈折率が低く、また熱膨張率が高い。そのため、このような透光性樹脂で形
成された光学部材を備えた発光装置は、半導体発光素子から出射した光が光学部材との界
面で反射し易く光の取出し効率が低下し、また、熱膨張率の差により光学部材と半導体発
光素子が剥離する虞がある。さらに樹脂は熱伝導率が低いため、放熱性に劣る。一方、セ
ラミックのような無機材料は、樹脂と比較して、熱膨張率が半導体発光素子に近く、熱伝
導率が高く、また高屈折率の材料を選択することができる。しかし、無機材料で形成され
た光学部材は、発光装置において、通常、予め板状に成形されたものを半導体発光素子に
貼り合わせて設けられ、そのために半導体発光素子との間に透光性樹脂からなる接着剤の
層が介在されることになる。
【０００４】
　そこで、無機材料で形成された光学部材を、半導体発光素子に、接着剤によらずに接合
する方法が開発されている。例えば特許文献１には、半導体発光素子の形成前の基板の裏
面にＧａＮ等で核生成層を形成し、この核生成層をセラミックに熱圧着した発光装置が開
示されている。しかしながら、特許文献１に記載された接合方法は、２００～５００℃程
度の高温で圧着するために、半導体発光素子を劣化させることになり、あるいは低温での
圧着では強固に接合されずに剥離する虞がある。
【０００５】
　また、高温での処理を要しない接合方法として、本願発明者により、表面活性化接合で
、ＹＡＧのような無機材料からなる波長変換部材を半導体発光素子のサファイア基板に接
合した発光装置が開発されている（特許文献２参照）。
【０００６】
　一方、半導体素子（半導体装置）において、当該半導体素子を形成したウェハを別のウ
ェハ等に接合するために、低温での接合方法が開発されている。例えば特許文献３～５お
よび非特許文献１には、原子拡散接合により、室温でウェハ等の２つの部材を強固に接合
する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３５２０８５号公報
【特許文献２】国際公開第２０１１／１２６０００号
【特許文献３】特開２０１０－４６６９６号公報
【特許文献４】特開２０１１－２３５３００号公報
【特許文献５】特開２０１２－２２３７９２号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】T. Shimatsu, M. Uomoto, "Atomic diffusion bonding of wafers with
 thin nanocrystalline metal films", Journal of Vacuum Science & Technology B Vol
ume 28, Issue 4, p.706, 2010
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２に記載された表面活性化接合では、ＳｉＯ2等のＳｉ系酸化物を接合するこ
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とが困難であり、またサファイア同士の接合強度が強くないため、例えばガラスやサファ
イアでレンズを形成する場合には不向きである。特許文献３～５等に記載された原子拡散
接合では、不活性ガス雰囲気で、ウェハ等の２つの被接合部材の各接合面にＡｌ等の金属
膜を成膜して、接合面同士を重ね合わせることで、それぞれの金属膜同士が金属の原子拡
散により強固に接合される。したがって、発光装置に適用されると、半導体発光素子から
発光した光が接合面の金属膜に反射、吸収されて、光の取出し効率が低下することになる
。また、金属膜が半導体発光素子の側面に被覆されると短絡の虞がある。
【００１０】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、光学部材を半導体発光素子（以下、
発光素子と記す）に強固に接合して備え、光の取出し効率の高い発光装置、およびその製
造方法を提供することが課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願発明者は、被接合部材の制限の比較的少ない原子拡散接合について研究した結果、
金属膜が光の出射を妨げない程度に薄く形成されても、光学部材と発光素子を接合し得る
ことに想到した。すなわち本発明に係る発光装置は、半導体層を有する発光素子および光
学部材を備え、前記光学部材が前記発光素子の光出射面に金属膜を介在して接合され、前
記金属膜が、厚さが成膜速度換算で０．０５ｎｍ以上かつ当該金属膜を形成する金属原子
の原子径の２倍以下であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る発光装置の製造方法は、半導体層を有する発光素子の光出射面に光学部材
が接合された発光装置を製造するものである。本発明に係る発光装置の製造方法は、前記
光学部材および前記発光素子の少なくとも一方の接合面に、金属膜を成膜速度換算で０．
０５ｎｍ以上かつ当該金属膜を形成する金属原子の原子径以下の厚さに成膜する金属膜成
膜工程と、前記接合面同士を接合する接合工程とを不活性ガス雰囲気で連続して行うこと
を特徴とする。

【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る発光装置によれば、接合面に、発光素子の発光した光をほとんど反射、吸
収しない程度の極めて薄い金属膜を成膜することにより、光の取出し効率を低下させずに
、光学部材を強固に接合して備えることができる。本発明に係る発光装置の製造方法によ
れば、前記の発光装置を容易に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る発光装置の構造を説明する模式図であり、（ａ）は断面図、（ｂ）
は接合の機構を説明するためのモデルで（ａ）の破線枠の拡大図である。
【図２】本発明の実施形態に係る発光装置の製造方法を説明する模式図であり、（ａ）は
個片化前の発光素子の断面図、（ｂ）は金属膜成膜工程における断面図、（ｃ）は接合工
程における断面図である。
【図３】発光素子と光学部材の接合状態を示すための発光装置を模擬したサンプルの像で
あり、（ａ）～（ｃ）は本発明の実施例の単色光観察像、（ｄ）、（ｅ）は参考例の超音
波顕微鏡像である。
【図４】発光素子と光学部材の接合状態を示すための本発明に係る発光装置を模擬したサ
ンプルの入射角０°における分光透過率曲線である。
【図５】（ａ）～（ｇ）は、発光素子と光学部材の接合状態を示すための本発明に係る発
光装置を模擬したサンプルの外観写真である。
【図６】発光素子と光学部材の接合状態を示すための本発明に係る発光装置を模擬したサ
ンプルの分光透過率曲線であり、（ａ）は入射角０°、（ｂ）は入射角５０°である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る発光装置は、電極を設けた側と反対側の面を光の主な出射面（以下、光出
射面）とするフリップチップ実装（フェイスダウン実装）対応の発光素子と、この発光素
子の前記光出射面である基板表面（裏面）に、波長変換部材等の光学部材を接合して備え
る。以下、本発明の実施形態に係る発光装置およびその製造方法について、図面を参照し
て説明する。
【００１６】
〔発光装置〕
　図１（ａ）に示すように、本発明の一実施形態に係る発光装置１０は、一対の電極５１
，５２を下に向けて搭載された発光素子１と、発光素子１の上面の基板２に接合された平
板状の波長変換部材（光学部材）７を備え、光を主に上方へ放射する。発光装置１０は、
発光素子１を載置し、電極５１，５２に接続する配線基板（図示せず）をさらに備えても
よいし、あるいは発光素子１が電極５１，５２にバンプ（図示せず）を接続されて、外部
に電気的に接続されるようにしてもよい。また、図１（ｂ）に示すように、発光装置１０
は、発光素子１（基板２）と波長変換部材７との界面に、金属原子８ａが当該界面に沿っ
て連なって形成された金属膜８を備える。以下、発光装置１０を構成する要素について、
詳細に説明する。
【００１７】
　（発光素子）
　発光素子１は、電圧を印加することで自ら発光する半導体素子（半導体発光素子）であ
り、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）である。図１に示す発光装置１０においては、発光
素子１は、基板２を上に向けてフェイスダウン実装されているが、その製造時においては
基板２が下になる（図２（ａ）参照）。すなわち図１（ａ）を上下逆にして説明すると、
発光素子１は、透光性の基板２上に半導体構造体３が形成され、その上に、ｎ側の電極と
してｎ側パッド電極５１が、ｐ側の電極として全面電極４１、カバー電極４２およびｐ側
パッド電極５２がそれぞれ設けられ、さらにパッド電極５１，５２を露出させる開口部を
備えた保護膜６が上面に設けられている。本発明に係る発光装置１０において、平面視に
おける発光素子１の形状、ならびにパッド電極５１，５２の形状、位置および個数は特に
規定されない。
【００１８】
　発光素子１の基板２は、半導体構造体３（活性層３２）が発光した光を透過し、後記す
るように窒化物半導体をエピタキシャル成長させることができる基板材料であればよく、
大きさや厚さ等は特に限定されない。このような基板材料としては、Ｃ面、Ｒ面、Ａ面の
いずれかを主面とするサファイア、（１１１）面を主面とするスピネル（ＭｇＡ１2Ｏ4）
のような絶縁性基板、また炭化ケイ素（ＳｉＣ）、ＺｎＳ、ＺｎＯ、Ｓｉ、ＧａＡｓ、Ｇ
ａＮ、ダイヤモンド、および窒化物半導体と格子接合するニオブ酸リチウム、ガリウム酸
ネオジウム等の酸化物基板が挙げられる。
【００１９】
　窒化物半導体の成長時等の、発光素子１の製造段階においては、多数の発光素子１が１
枚の基板２（ウェハ）に形成されるので、基板２は基台としてある程度の強度を要し、十
分な厚さとする必要がある。一方、発光素子１を構成する半導体構造体３やパッド電極５
１，５２等が形成された後は、分割し易いように、裏面から基板２を研削（バックグライ
ンド）する等して薄肉化されることが好ましい。このとき、波長変換部材７との接合面と
なる基板２の裏面は、算術平均粗さＲａが１ｎｍ以下になるように平滑化されることが好
ましい。
【００２０】
　発光素子１の半導体構造体３は、ｎ型半導体層３１、活性層３２、ｐ型半導体層３３を
順次、エピタキシャル成長させて積層してなり、これらの各層としては、特に限定される
ものではないが、例えばＩｎXＡｌYＧａ1-X-YＮ（０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ＜１）等の窒
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化ガリウム系化合物半導体が好適に用いられる。ｎ型半導体層３１、活性層３２、および
ｐ型半導体層３３は、それぞれ単層構造でもよいが、組成および膜厚の異なる層の積層構
造、超格子構造等であってもよい。特に発光層である活性層３２は、量子効果が生ずる薄
膜を積層した単一量子井戸または多重量子井戸構造であることが好ましく、さらに井戸層
がＩｎを含む窒化物半導体であることが好ましい。また、基板２上に、任意に基板２との
格子定数の不整合を緩和させるためのバッファ層等の下地層（図示せず）を介してｎ型半
導体層３１を形成してもよい。
【００２１】
　発光素子１は、上側（図１においては下側）にｎ型半導体層３１とｐ型半導体層３３の
それぞれに接続する電極が形成されるため、半導体構造体３は、平面視における一部の領
域には活性層３２およびｐ型半導体層３３が積層されずにｎ型半導体層３１のみとして、
その上にｎ側パッド電極５１を接続できるようにする。このような半導体構造体３は、基
板２上にｎ型半導体層３１、活性層３２、ｐ型半導体層３３を順次、成長させて積層した
後、フォトリソグラフィおよびエッチングにより、ｎ側パッド電極５１が形成される領域
（ｎ側コンタクト領域）においてｎ型半導体層３１が露出するようにｐ型半導体層３３お
よび活性層３２を除去して形成される。さらに半導体構造体３は、平面視における周縁部
でも、ｎ側コンタクト領域と同様にｐ型半導体層３３および活性層３２が除去されている
ことが好ましい。半導体構造体３は、このような形状とすることで、発光素子１の製造に
おいて、当該発光素子１が面方向に連結した状態（図２（ａ）参照）で、個片化（スクラ
イブまたはダイシング）を容易にするための溝が形成される。
【００２２】
　ｐ型半導体層３３は、上に、全面電極４１、カバー電極４２、ｐ側パッド電極５２が順
に積層される。全面電極４１は、ｐ型半導体層３３に電流を面内均一に拡散するための電
極であり、またフリップチップ実装をする発光素子１において、活性層３２で発光した光
を光取出し面である基板２の側へ反射するための反射層としても機能する。カバー電極４
２は、全面電極４１と同様にｐ型半導体層３３の全面に電流を拡散するとともに、全面電
極４１の上面および側面を被覆して、全面電極４１をｐ側パッド電極５２に接触しないよ
うに遮蔽し、全面電極４１の材料、特にＡｇのマイグレーションを防止するためのバリア
層として機能する。したがって、全面電極４１は、ｐ型半導体層３３の上面におけるでき
るだけ多くの、より全面に近い領域に形成されるが、その端面を被覆するカバー電極４２
が設けられるように、平面視でカバー電極４２よりも一回り小さく形成される。ｎ側パッ
ド電極５１およびｐ側パッド電極５２は、発光素子１の外部から電流を供給する端子であ
る。これらの電極は、後記のそれぞれの材料を、例えば、スパッタリングや蒸着により、
順次積層して形成することができる。
【００２３】
　全面電極４１は、ｐ型半導体層３３と電気的に良好に接続できるオーミック電極である
ことが好ましく、また、少なくとも活性層３２で発光する光の波長に対して、良好な反射
率を有することが好ましい。したがって、全面電極４１は、光の反射率の高いＡｇやその
合金からなる膜の単層膜、あるいは前記Ａｇ等の膜を最下層とするＮｉ，Ｔｉ等との多層
膜を好適に用いることができる。より好ましくは、Ａｇを最下層（ｐ型半導体層３３側）
とするＡｇ／Ｎｉ／Ｔｉ／Ｐｔ、Ａｇ／Ｎｉ／Ｔｉ／Ｒｕ、Ａｇ／Ｎｉ／Ｒｕ等の多層膜
を用いることができ、この多層膜の膜厚は、例えば、それぞれ１０００ｎｍ程度とするこ
とができる。
【００２４】
　カバー電極４２は、例えば、Ｔｉ，Ａｕ，Ｗ，Ａｌ，Ｃｕ等の金属、またはこれらの金
属の合金であるＡｌＣｕ合金、ＡｌＣｕＳｉ合金等の単層膜、あるいはこれらの金属また
は合金の多層膜を用いることができる。特に、Ｔｉを最下層（全面電極４１側）とするＴ
ｉ（最下層）／Ａｕ／Ｗ／Ｔｉの多層膜を用いることが好ましい。
【００２５】
　ｐ側パッド電極５２がカバー電極４２および全面電極４１を介してｐ型半導体層３３に
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電気的に接続するのに対して、ｎ側パッド電極５１はｎ型半導体層３１に直接に接続（接
触）する。パッド電極５１，５２は、一般的な半導体素子と同様に、Ａｕ，Ｃｕ，Ｎｉ，
Ｔｉ，Ａｌ，Ｐｔ，Ｃｒ，Ｒｈ等の金属やこれらの合金のような金属電極材料の単層、ま
たは多層膜を用いることができる。パッド電極５１，５２は、例えば、Ｃｕ単層またはＣ
ｕ／Ｎｉ積層膜を下層とし、ＡｕまたはＡｕＳｎ合金を上層とする多層膜とすることがで
きる。また、ｎ側パッド電極５１は、ｎ型半導体層３１との良好な電気的コンタクトを得
るために、最下層にＴｉ，Ａｌ、またはＡｌＣｕＳｉ合金、ＡｌＣｕ合金等が適用される
ことが好ましく、具体的には、下から、Ｔｉ／Ａｕ、Ｔｉ／Ｎｉ／Ａｕ、Ａｌ／Ｔｉ／Ａ
ｕ、Ａｌ／Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ、ＡｌＣｕＳｉ／Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ等の
多層膜が挙げられる。
【００２６】
　保護膜６は、半導体構造体３の露出した表面（上面および端面）や、電極における外部
との接続領域（開口部）を除く表面を被覆する。本実施形態で製造される発光素子１にお
いては、保護膜６は、半導体構造体３の表面およびカバー電極４２の上面、さらにパッド
電極５１，５２の周縁に形成される。保護膜６は、Ｓｉ，Ｔｉ，Ｔａ，Ｎｂ，Ｚｒ，Ｍｇ
等の酸化物（ＳｉＯ2，ＴｉＯ2，Ｔａ2Ｏ5，Ｎｂ2Ｏ5，ＺｒＯ2，ＭｇＯ）、Ｓｉ窒化物
（例えばＳｉ3Ｎ4）、ＡｌＮ等の窒化物、あるいはフッ化マグネシウム（ＭｇＦ2）等が
適用できる。これらの材料は、スパッタリングや蒸着等の公知の方法によって成膜するこ
とができる。なお、発光素子１において、保護膜６は、パッド電極５１，５２の前（下層
）に形成されてもよい（図示せず）。
【００２７】
　本発明に係る発光装置に搭載される発光素子は、当該発光素子の基板側に光を出射する
フェイスダウン実装のものであれば、構造は特に限定されない。例えば、発光素子１は、
パッド電極５１，５２上（図１における下）に、ピラー（柱状）電極を接続して、ｎ側、
ｐ側の電極の接続面の高さ位置を揃えてもよく、あるいはバンプや共晶合金の層を設けて
もよい。また、発光素子１は、ｐ型半導体層３３上の全面電極４１に代えて誘電体の多層
膜を反射膜として備えることもできる。このような発光素子は、ｐ型半導体層の略全面に
透明電極材料である導電性酸化膜を被覆し、その上に多数の孔を形成した多層膜を積層し
、さらにその上にｐ側パッド電極を形成して、多層膜の孔で導電性酸化膜に接続する（図
示せず）。
【００２８】
　（波長変換部材）
　波長変換部材７は、蛍光体として一般に用いられる酸化物、窒化物、酸窒化物等、ある
いは前記の蛍光体と一体に焼結して形成されたガラス等の無機材料を適用することができ
、発光素子１の発光色と組み合わせて、所望の色調の光が得られる蛍光体を選択する。蛍
光体は、具体的には、Ｙ（イットリウム）、Ａｌ（アルミニウム）、およびＧａ（ガーネ
ット）を混合してＣｅ等で賦活されたＹＡＧ系蛍光体や、Ｅｕ，Ｃｅ等のランタノイド系
元素で主に賦活された、窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体等が適用される。また、波長
変換部材７は、発光素子１との接合前において、接合面を、発光素子１（基板２）と同様
に、算術平均粗さＲａを１ｎｍ以下に平滑化されていることが好ましい。
【００２９】
　図１（ａ）に示すように、本実施形態に係る発光装置１０において、波長変換部材７は
平板状で、平面視で発光素子１よりも一回り大きく形成されるが、形状はこれに限定され
ない。波長変換部材７は、例えば上面（接合面の反対側）が球面の凸レンズ状に成形され
てもよい。あるいは、発光装置１０は、波長変換部材７に代えて、蛍光体を有しない、Ｓ
ｉＯ2、サファイア、ガラス等の無機材料で形成されたレンズ等の光学部材を発光素子１
に接合して備えてもよい（図示せず）。
【００３０】
　（金属膜）
　金属膜８は、発光素子１（基板２）と波長変換部材７を接合するために両者の界面に設
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けられる。金属膜８は、「膜」と称するが、正確には図１（ｂ）に示すように、当該金属
膜８を形成する金属原子８ａが、基板２と波長変換部材７の界面に沿って連なっていて、
金属原子８ａの一部が重なり合うものの必ずしも連続した膜状に形成されていない。
【００３１】
　具体的には、金属膜８は、成膜速度換算で金属原子の原子径の２倍以下の厚さであり極
めて薄く、均一の膜厚とした場合でも、２原子層以下の膜である。また、本実施形態では
、例えば、サファイア又はガラスなどの金属とは異なる材料からなる異種基板の上に、形
成された金属膜であることから、厚さが均一な１又は２原子層の膜にはならないこともあ
る。しかしながら、本実施形態では、金属膜８は、連続した膜に成長する前の複数の微細
な結晶（金属部）が分離した状態で点在していてもよい。すなわち、２原子層以下のほぼ
均一な膜厚を有する金属膜であっても、成膜速度換算で金属原子の原子径の２倍以下の厚
さにより規定された点在する複数の微細な金属部からなる金属膜であっても、例えば、３
０ｎｍ程度の厚い金属膜に比較すると比表面積が極めて大きく、体拡散に比較して大きな
表面拡散（原子拡散）を効果的に利用して拡散接合できる。
【００３２】
　金属膜８は、例えば、基板２と波長変換部材７のそれぞれの表面（接合面）に付着させ
た当該金属膜８を形成する金属原子８ａが、互いに接触することで、原子拡散により強固
に結合して形成される。また、金属膜８は、基板２及び波長変換部材７の一方の表面（接
合面）に付着させた金属膜により形成されていてもよい。その場合、一方の表面（接合面
）に付着させた金属膜と他方の基板２又は波長変換部材７の表面とは、例えば、表面活性
化接合により結合される。
表面活性化接合であっても、金属膜と他方の基板２又は波長変換部材７間は、基板２と波
長変換部材７間より強固に接合する。金属膜８は、このような原子拡散を生じ易い金属か
らなり、基板２や波長変換部材７への密着性、ならびに発光素子１の発光する光の透過性
（吸収の少なさ）に応じて、１種または２種以上の合金が選択される。具体的には、Ａｌ
，Ａｕ，Ａｇ，Ｃｕ，Ｓｉ，Ｎｉ，Ｐｔ，Ｔｉ，Ｒｕ，Ｔａが挙げられ、また、基板２と
波長変換部材７とで異なる金属または合金を付着させてもよい。本発明に係る発光装置１
０においては、金属膜８は、Ａｌ，Ｔｉ，Ａｕが好ましい。特に、Ａｌ，Ｔｉは、表面エ
ネルギーが比較的低いため、基板２や波長変換部材７の接合面に金属原子８ａを面内均一
に付着させ易い。金属膜８は、発光素子１（半導体構造体３）にダメージを与えないよう
な３００℃以下の低温（例えば常温）で、かつ成膜対象物（基板２、波長変換部材７）へ
の密着性の高いスパッタリングで成膜して形成されることが好ましい。
【００３３】
　発光装置１０において、金属膜８は、発光素子１の光出射面である基板２と波長変換部
材７の間に設けられるため、できるだけ光を吸収せずに透過させることが要求され、光の
波長と金属の種類の組合せだけによらず、より厚さの薄いことが好ましい。例えばＡｌ膜
で、厚さが０．３ｎｍ、Ａｌ原子の原子径（直径、０．３ｎｍ）相当を超えると青色光領
域（波長４３０～４９０ｎｍ）の光の吸収が観察されるようになり、厚さ０．６ｎｍで波
長４００ｎｍ近傍の光の透過率が９８％程度になる。このことから、金属膜８は、当該金
属膜８を形成する金属原子８ａの原子径の２倍以下の厚さとする。しかしながら、本実施
形態では、透過率の波長依存性を小さくするために、金属膜８の膜厚は、原子径の２倍未
満が好ましく、原子径以下がさらに好ましい。すなわち、金属膜による吸収又は反射は波
長が短くなると大きくなり、短波長領域において透過率の低下をもたらすが、金属膜８の
膜厚を原子径の２倍未満にすると、青色及び紫外領域における透過率の低下を小さくでき
、金属膜８の膜厚が原子径以下であると、青色及び紫外領域における透過率の低下をより
小さくでき、透過率の波長依存性を実質的になくすことができる。このような厚さの金属
膜８は、詳しくは製造方法にて説明するが、発光素子１（基板２）と波長変換部材７のそ
れぞれの接合面に、当該金属膜８を形成する金属を、その原子径以下の厚さに成膜して、
互いに重ね合わせて一体とすることで形成される。このような厚さに金属を成膜するため
には、その成膜速度に基づいて制御すればよく、すなわち金属膜８は、成膜速度換算で当
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該金属膜８を形成する金属原子８ａの原子径の２倍以下の厚さとする。一方、金属を成膜
速度換算で０．０５ｎｍ未満の厚さに成膜する（付着させる）ことが困難であるため、金
属膜８は、成膜速度換算で０．０５ｎｍ以上の厚さとし、厚さ（付着量）の面内均一性が
得られ易いことから０．１ｎｍ以上が好ましい。
【００３４】
　また、金属膜８がＡｕを含んでいると以下のような効果が得られる。
　Ａｕは、緑～黄色光領域（波長５００～６００ｎｍ）の光のうち５５０ｎｍ以下の光を
比較的多く吸収する。そこで、例えば、緑～黄色光領域（波長５００～６００ｎｍ）にピ
ークを有する例えばＹＡＧ蛍光体などを含む波長変換部材７と基板２とをＡｕを含有する
金属膜８により接合すると、波長変換部材７で変換された光のうち５５０ｎｍ以下の波長
の光の一部（戻り光）が金属膜８に吸収される。その結果、発光装置の出射光において長
波長域である赤色成分を相対的に増大させることができ、演色性を高くすることができる
。
【００３５】
　また、発光装置１０において、その製造方法によっては、発光素子１の側面にも、金属
膜８または金属膜８（金属原子８ａ）が酸化した金属酸化物８ｂが形成される（図１（ｂ
）参照）。これは、金属膜８を形成する金属原子８ａが、発光素子１の接合面すなわち基
板２の裏面に成膜される際に、半導体構造体３を含めた発光素子１の側面にも付着するこ
とによる（図示省略）。金属膜８が例えばＡｕからなる場合には、Ａｕは特に表面エネル
ギーが大きいために金属原子８ａが広がって付着し難く、前記範囲の厚さでは島状になり
、例えば発光素子１の側面に露出したｎ型半導体層３１から下面のｐ側パッド電極５２ま
で連続した膜を形成しないので、互いを短絡させることがない。
　金属膜８を、例えば、成膜速度換算で原子径程度の厚さに形成しようとすると、Ａｕ以
外の金属でも島状となる。したがって、Ａｕ以外の金属で金属膜８を形成しても、例えば
、ｎ型半導体層３１とｐ側パッド電極５２間等の短絡防止効果は、金属膜８の膜厚を薄く
した場合には得られる。
　また、金属膜８が例えばＡｌ，Ｔｉのような大気中で自然酸化膜を形成する金属からな
る場合には、波長変換部材７との接合後に発光素子１の側面が大気中に曝されることで、
前記範囲の厚さの金属膜８とするべく付着させた金属原子８ａでは、側面におけるすべて
の金属原子８ａが速やかに絶縁性の金属酸化物８ｂとなる。したがって、発光装置１０に
おいて、金属膜８がその形成の過程（後記の製造方法における金属膜成膜工程）で発光素
子１の側面に成膜されても、発光素子１に短絡を生じることはない。さらに、金属膜８が
Ａｌ，Ｔｉからなる場合、その酸化物（Ａｌ2Ｏ3，ＴｉＯ2）は透明であるので、発光素
子１の側面からの光の出射はほとんど妨げられない。
【００３６】
　（発光素子と波長変換部材の接合）
　本発明に係る発光装置における、発光素子と波長変換部材の接合の機構について、説明
する。
【００３７】
　原子拡散接合は、真空状態や不活性ガス雰囲気で、２つの金属部材同士、または２つの
被接合部材の各接合面に成膜された金属膜同士を接触させると、それぞれの金属原子が互
いに結合することで強固に接合される現象である。そのために、通常、原子拡散接合にお
いては、両方の接合面の全体に金属原子が付着しているように、片側（被接合部材の一方
の接合面）あたりで少なくとも１原子層相当の金属膜を成膜するとされる。さらに被接合
部材同士を接合面で重ね合わせたときに界面の空隙ができるだけ少ないように、被接合部
材の接合面の平滑化だけでなく、金属膜が膜厚を面内均一に成膜され易い数ｎｍ以上の膜
厚であることが好ましいといえる。
【００３８】
　しかしながら、本実施形態に係る発光装置１０においては、発光素子１（基板２）と波
長変換部材７の各接合面に、金属膜８が１原子層相当未満の厚さで成膜される。したがっ
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て、上述したように、金属膜は、基板２の表面及び波長変換部材７の表面に金属からなる
微結晶が点在した状態として形成され、基板２の接合面と波長変換部材７の接合面は、通
常、基板２の表面の一部と波長変換部材７の表面の一部が露出した状態となる。本実施形
態では、基板２の表面の一部が露出した接合面と波長変換部材７の一部が露出した接合面
とが重ね合わせられる。このとき、金属原子８ａ，８ａ同士だけでなく、金属原子８ａと
基板２または波長変換部材７、あるいは基板２と波長変換部材７が対向、接触する。ここ
で、金属膜８を成膜するスパッタリングにおいて、金属膜８（金属原子８ａを付着させる
時に、またはその前に行う表面のクリーニングで、基板２や波長変換部材７の表面が、Ａ
ｒ等のキャリアガスのイオンやプラズマに曝されることにより活性化する。これにより、
金属原子８ａ，８ａ同士は原子拡散接合で接合され、一方、基板２や波長変換部材７の露
出した表面は、金属原子８ａと、または同じく波長変換部材７や基板２の露出した表面と
、表面活性化接合で接合される。その結果、極めて付着量の少ない（薄い）金属膜８を介
在することにより基板２と波長変換部材７とを接合した発光装置１０では、発光素子１と
波長変換部材７が、原子拡散接合と表面活性化接合により強固に接合される。
【００３９】
　また、発光素子１と波長変換部材７を重ね合わせたときに、それぞれの接合面の凹凸に
より、基板２、波長変換部材７の原子サイズや金属原子８ａに対して間隙の広過ぎる領域
が存在すると、その領域が接合されずにボイド（空隙）として界面に残存する。このよう
な未接合の領域があると、発光素子１と波長変換部材７の接合強度が低下し、またボイド
で光が反射して光の取出し効率を低下させる。したがって、発光素子１（基板２）、波長
変換部材７は、重ね合わせたときの間隙をできるだけ抑えるために、前記した通り、接合
前、正確には金属膜を成膜する前に、それぞれの接合面の算術平均粗さＲａが１ｎｍ以下
に平滑化されていることが好ましい。
【００４０】
〔発光装置の製造方法〕
　本発明の実施形態に係る発光装置の製造方法を、搭載される発光素子の製造の一例も含
めて、図２を参照して説明する。
【００４１】
　（発光素子の製造）
　基板２上に、ｎ型半導体層３１、活性層３２、およびｐ型半導体層３３を構成するそれ
ぞれの窒化物半導体を順に成長させ、その後、必要に応じてアニールを行って、ｐ型半導
体層３３を低抵抗化する。
【００４２】
　なお、本発明に係る発光素子の製造方法において、半導体構造体３の形成方法としては
、特に限定されないが、ＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長法）、ＭＯＣＶＤ（有機金属化学
気相成長法）、ＨＶＰＥ（ハイドライド気相成長法）、ＭＢＥ（分子線エピタキシー法）
等、窒化物半導体の成長方法として公知の方法を好適に用いることができる。特に、ＭＯ
ＣＶＤは結晶性よく成長させることができるので好ましい。また、半導体構造体３の各層
３１，３２，３３は、種々の半導体の成長方法を使用目的により適宜選択して成長させる
ことが好ましい。
【００４３】
　ｎ側パッド電極５１を接続するためのコンタクト領域として、表面（上面）の一部にｎ
型半導体層３１を露出させるため、ｐ型半導体層３３および活性層３２をエッチングする
。同時に、発光素子１（チップ）の周縁となる領域（スクライブ領域）も前記ｎ側コンタ
クト領域と同じ深さまでエッチングして、平面視格子状の溝を形成する。
【００４４】
　ｐ型半導体層３３上に、全面電極４１をスパッタ法およびリフトオフ法等にて形成する
。さらにｐ型半導体層３３上に、カバー電極４２を同様に、全面電極４１よりも平面視で
一回り大きく形成する。次に、露出させたｎ型半導体層３１、およびカバー電極４２の上
のそれぞれの所定の領域に、ｎ側パッド電極５１、ｐ側パッド電極５２を形成する。
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【００４５】
　全面（上面）に絶縁膜を成膜し、パッド電極５１，５２上におけるこの絶縁膜をエッチ
ングにて除去してパッド電極５１，５２を露出させて保護膜６を形成し、発光素子１が面
方向に連結したウェハが完成する（図２（ａ）参照）。なお、図２に示す発光素子１にお
いては、保護膜６を省略する。
【００４６】
　（接合面平滑化工程）
　ウェハ裏面の基板２を研削して（裏面研削、バックグラインド）、ダイシング等の分割
可能な厚さに薄肉化し、さらに研磨して算術平均粗さＲａが１ｎｍ以下になるように平滑
化する。この薄肉化したウェハを図２（ａ）に破線で示すスクライブ領域に沿って分割し
て、１個の発光素子１（チップ）が完成する。また、波長変換部材７を所望の板厚に成形
し、発光素子１との接合面を算術平均粗さＲａが１ｎｍ以下になるように平滑化する。
【００４７】
　（金属膜成膜工程）
　発光素子１のパッド電極５１，５２が形成された側を、粘着シート９１に一定の間隔を
空けて配列して貼り付けて固定する（図２（ｂ）参照）。図２（ｂ）に示すように、２枚
の平板（載置部）を水平にして並べて蝶番で接続した治具９２のそれぞれの載置部に、粘
着シート９１上に固定された発光素子１、波長変換部材７を、接合面を上にして載置、固
定する。そして、発光素子１および波長変換部材７を、これらを載置した治具９２と共に
、スパッタ装置のロードロック室に搬入する。なお、粘着シート９１は、半導体素子（半
導体装置）の製造において、バックグラインド用、ダイシング用等として半導体素子（ウ
ェハ、チップ）を保護するために使用されるものが適用される。また、スパッタ装置は、
処理室（チャンバー）、ステージ（載置台）、電源、ロードロック室、排気系、搬送系、
ＦＡＢ（Fast Atom Beam）ガン等の一般的な設備の他に、治具９２の一方の載置部を、蝶
番を軸に１８０°回転させるためのロボットアームをロードロック室に備える。
【００４８】
　スパッタ装置のロードロック室を排気し、不活性ガスを導入して、スパッタ装置の処理
室の雰囲気に合わせて圧力を調整する。そして、発光素子１および波長変換部材７を治具
９２と共に処理室に搬入し、必要に応じてさらに圧力を調整する。不活性ガスは、スパッ
タリングで使用されるキャリアガス（導入ガス）であって、金属膜８に対して不活性なも
のを適用することができる。具体的には、Ａｒ，Ｎｅ，Ｋｒ，Ｘｅ等の希ガスや、Ｎ2等
が挙げられる。
【００４９】
　金属膜８の材料の金属ターゲットに所定の電圧を印加してスパッタリングを行って、基
板２および波長変換部材７の表面に金属膜を成膜する。この金属膜は、基板２および波長
変換部材７の表面にそれぞれ成膜速度換算で０．０５ｎｍ以上、かつ当該金属原子の原子
径以下、好ましくは、未満の当該金属原子の原子径未満に厚さに形成する。このとき、こ
れらの表面が、Ａｒイオンに曝されることで活性化する。また、スパッタリングにおける
成膜速度を予め算出しておき、成膜時間（電圧の引加時間）により、所望の膜厚（金属の
付着量）に制御する。
【００５０】
　（接合工程）
　スパッタリングの完了後、発光素子１および波長変換部材７を治具９２と共に処理室か
ら搬出、ロードロック室に搬入する。そして、不活性ガス雰囲気を維持した状態で、ロボ
ットアームにより、治具９２の一方の載置部、ここでは波長変換部材７を固定した載置部
を上下に回転させて波長変換部材７を発光素子１の上に重ね合わせる（図２（ｃ）参照）
。これにより、発光素子１の基板２と波長変換部材７が接合されて、複数の発光装置１０
が１枚の波長変換部材７で連結された状態で完成する。なお、発光素子１と波長変換部材
７を接合する際に、特に荷重は必要ではなく、互いの接合面のすべて、すなわち発光素子
１（基板２）のそれぞれの上面の全体が波長変換部材７に密着すればよい。そして、ロー



(12) JP 6299478 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

ドロック室を大気圧に開放して、発光装置１０を治具９２と共にロードロック室から搬出
する。発光装置１０が大気に曝されることで、発光素子１の側面等に付着した金属膜（金
属原子８ａ）が酸化して金属酸化物８ｂ（図１（ｂ）参照）となる。
【００５１】
　最後に、波長変換部材７を切断して、発光装置１０を１台ずつに分割する。また、必要
に応じて、波長変換部材７の上面を例えば球面状に加工してもよい。なお、図２では、１
枚の波長変換部材７を、配列した複数個の発光素子１と接合した後に切断したが、発光素
子１と同様に、発光装置１０の１台分ずつに形成された波長変換部材７を粘着シートに配
列して固定し、治具９２に載置して、接合することもできる。あるいは、波長変換部材７
の板厚が薄い等、発光素子１（ウェハ）のスクライブ領域で切断可能であれば、個片化前
の発光素子１すなわちウェハを波長変換部材７と接合して、その後に波長変換部材７と共
に切断して個片化してもよい。あるいは、発光装置１０の１台分ずつの波長変換部材７を
個片化前の発光素子１（ウェハ）と接合して、その後にウェハを分割して個片化してもよ
い（図示せず）。
【００５２】
　本発明に係る発光装置の製造において、スパッタ装置および治具は、前記の構造に限ら
れず、不活性ガス雰囲気または真空状態を維持して、金属膜の成膜と、発光素子１と波長
変換部材７の重ね合わせ（接合）を行うことができればよい。例えば、スパッタ装置がロ
ードロック室を備えず、ロボットアームを処理室に備え、発光素子１等を直接に処理室に
搬入する構造であってもよい。あるいは、スパッタ装置が処理室に複数のステージを備え
、粘着シートに固定された発光素子１と波長変換部材７のみをロードロック室から処理室
のそれぞれのステージ上に搬送し、成膜（スパッタリング）後に、ロードロック室の治具
９２上に搬送して接合してもよい（図示せず）。
【００５３】
　（接合面活性化工程）
　本発明に係る発光装置の製造は、発光素子１（基板２）や波長変換部材７の接合面の表
面活性化を、スパッタリング（金属膜成膜工程）時のキャリアガス（不活性ガス）のイオ
ンやプラズマの照射だけでなく、スパッタリングの前にも行ってもよい。具体的には、ス
パッタ装置でのクリーニングとして、ＦＡＢガンに所定の放電電圧を印加してＡｒイオン
を発生させ、さらに所定の加速電圧とビーム電圧を印加することにより、Ａｒイオンビー
ムを発光素子１（基板２）および波長変換部材７の表面に照射して、表面をクリーニング
しつつ、同時に活性化させる。あるいは、スパッタ装置によらない表面活性化の方法とし
て、熱処理や、紫外線やオゾンの照射による光洗浄等が挙げられる。これらの表面活性化
の工程は発光素子１、波長変換部材７のいずれか一方のみにまたは両方に行ってよく、発
光素子１の基板２、波長変換部材７を形成する材料の種類に応じて選択すればよい。
【００５４】
　本発明に係る発光装置１０は、金属膜成膜工程において、発光素子１（基板２）または
波長変換部材７の一方の接合面のみに金属膜８を成膜して、表面活性化接合で接合するこ
ともできる。この場合も、前記と同様に、不活性ガス雰囲気で、接合面活性化工程、金属
膜成膜工程、および接合工程を連続して行い、例えばスパッタ装置が、処理室にシャッタ
ー（遮蔽壁）を備える等、成膜する領域を限定できる仕様であればよい。また、発光素子
１、波長変換部材７のいずれに金属膜８を成膜してもよいが、ＳｉＯ2等の表面活性化接
合では接合され難い材料で形成された方に金属膜８を成膜することが好ましい。このよう
に、発光素子１、波長変換部材７の一方のみに金属膜８を成膜する場合も、前記のスパッ
タ装置によらない表面活性化を別途行ってもよく、金属膜８を成膜する側、成膜しない側
のいずれに対して行ってもよい。
【００５５】
　発光装置１０は、発光素子１が基板２を備えない構成としてもよく、すなわち半導体構
造体３（ｎ型半導体層３１）に直接に（金属膜８を介在させて）波長変換部材７が接合さ
れてもよい（図示せず）。このような発光装置は、前記接合面平滑化工程において、裏面
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研削に代えて例えばＬＬＯ（レーザリフトオフ）で基板２を半導体構造体３から剥離し、
露出した半導体構造体３の裏面を、必要に応じて平滑化して接合面とすることで、製造す
ることができる。
【００５６】
　なお、金属膜８は、発光素子１の発光する光を透過し易い金属を適用されて、必要な光
量の光が取り出される程度に、連続した膜状に、さらに面内均一になるような膜厚に成膜
されてもよい。このような金属膜８を備える場合には、発光装置１０は、前記したように
、発光素子１を個片化前に波長変換部材７と接合する等、発光素子１の側面に金属膜８（
金属原子８ａ）が被覆されないようにする。あるいは、発光素子１について、基板２にサ
ファイア等の絶縁性材料を適用し、かつ製造時に、スクライブ領域の半導体構造体３（ｎ
型半導体層３１）を完全に除去して、半導体構造体３の側面全体を保護膜６で被覆するこ
とで、金属膜８で発光素子１の電極間が短絡しないようにする。このような膜厚の金属膜
８が成膜されることにより、発光素子１（基板２）と波長変換部材７が、それぞれの材料
を問わず接合され易い。
【００５７】
　本発明に係る発光装置のモデルとして、発光素子の基板と光学部材をそれぞれ模擬した
ウェハ同士を接合したサンプルを作製して本発明の効果を確認した実施例を、具体的に説
明する。なお、本発明はこの実施例に限定されるものではない。
【実施例１】
【００５８】
〔サンプルの作製〕
　厚さ０．５ｍｍ、φ３インチの石英（ＳｉＯ2）基板またはガラス基板２枚を、図２（
ｂ）に示す構造の治具９２に固定して、ＤＣマグネトロンスパッタ装置にて金属膜を成膜
して、金属膜を成膜した面同士を重ね合わせて接合した。石英基板、ガラス基板は共に、
表面の算術平均粗さＲａ：０．５ｎｍである。詳しくは、治具に固定した２枚のウェハを
スパッタ装置のチャンバーに搬入して、排気し、Ａｒガスを導入して０．２Ｐａに調整し
た。そして、２枚のウェハのそれぞれに、スパッタリングにより表１に示す金属膜を成膜
した。次に、チャンバー内の雰囲気を維持したまま、ウェハの一方を上下回転させて他方
の上に重ね合わせた。このときの荷重はウェハ自身および治具の重量によるものである。
【００５９】
　サンプルＮｏ．１～４は、本発明に係る発光装置のモデルの実施例であり、金属膜を、
成膜速度０．１０ｎｍ／秒に基づいて成膜時間を調整することにより、表１に示す厚さと
した。サンプルＮｏ．５，６は、一般的な原子拡散接合によるモデルの参考例である。ま
た、サンプルＮｏ．６はそれぞれのウェハの側から、Ｔｉ，Ａｌを順次成膜した。
【００６０】
〔評価〕
　作製したサンプルについて、接合状態（未接合領域の有無）、接合強度、および光の透
過率を評価した。接合状態は、２枚のウェハの界面の未接合領域に生じるボイド（空隙）
や干渉縞の有無を観察した。接合強度は、せん断力で評価するシェア強度の測定と、ダイ
シングによるウェハ（チップ）の剥離状態にて評価した。
【００６１】
　（接合状態）
　サンプルＮｏ．１～３に可視光と単一スペクトル光（緑色光）をそれぞれ照射して、目
視にてボイドの広さを観察した。金属膜の厚い参考例のサンプルＮｏ．５，６については
、超音波顕微鏡にてボイドを観察した。図３（ａ）～（ｃ）にサンプルＮｏ．１～３の単
色光観察像を、図３（ｄ）、（ｅ）にサンプルＮｏ．５，６の超音波顕微鏡像を、それぞ
れ示す。
【００６２】
　（ダイシングテスト）
　接合状態を観察したサンプルについて、幅０．１ｍｍのブレードで、下側のウェハの接
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合面まで到達する（界面を切断する）深さのハーフカットを１ｍｍピッチで縦横に行った
。このようなダイシングで、切削抵抗により、未接合部や接合強度の弱い箇所のウェハ（
チップ）が剥離するため、ダイシング後の外観を観察した。
【００６３】
　（シェア強度の測定）
　サンプルＮｏ．１，２，３，５，６について、ウェハ中央のボイドのない領域を１ｍｍ
角に切り出して試験片とした。この試験片を水平に載置して裏面で固定し、端面にセンサ
のツールを当て、２枚のウェハの界面からツールの先端を０．１ｍｍ上昇させて間隔を空
けた状態で、ツールを上側のウェハの端面に当てて水平に押し込むように荷重をかけた。
２枚のウェハが剥離したときの荷重をシェア強度として、１０個の試験片の平均値を表１
に示す。
【００６４】
　（光の透過率）
　サンプルＮｏ．１，２，４について、光を入射角０°で照射して、透過光を分光光度計
で測定し、得られた分光透過率曲線を図４に示す。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　サンプルＮｏ．１～６のすべてについて、２枚のウェハが接合されたことが確認された
。図３（ａ）～（ｃ）の白く見える領域、および図３（ｄ）、（ｅ）の黒く見える領域が
ボイドである。十分な厚さのＡｌ膜を成膜して接合した参考例のサンプルＮｏ．５は、周
縁に僅かにボイドが観察され、同様の参考例のサンプルＮｏ．６はほとんどボイドが観察
されず、いずれも原子拡散接合で良好に接合された。また、これらのサンプルをダイシン
グした結果、ボイドが観察された領域で、接合面での剥離によるチップ（切断されたウェ
ハ）の飛びが見られ、それ以外の領域でのチップの飛びはバルク破壊によるものであった
。ただしサンプルＮｏ．５では、一部に界面での剥離が観察され、これはウェハとＡｌ膜
との剥離と推測される。これに対して、ウェハ表面にＴｉ膜を介在させてＡｌ膜を成膜し
たサンプルＮｏ．６は、Ａｌ膜の密着性に優れるため、すべてバルク破壊によるものであ
った。そのため、サンプルＮｏ．６は、特にシェア強度が高かった。
【００６７】
　一方、各ウェハの片側に厚さ０．３ｎｍのＡｌ膜を成膜して接合したサンプルＮｏ．２
，３は、ボイドが観察されたがほとんどが周縁で、またウェハに占める面積は狭く、干渉
縞も観察されず、シェア強度もサンプルＮｏ．５，６と比較して十分に高かった。また、
ボイドがない領域のダイシングでのチップの飛びは、バルク破壊と界面での剥離の両方が
観察された。ただ、シェア強度が高いことから、接合した界面（Ａｌ膜－Ａｌ膜間）では
なく、サンプルＮｏ．５と同様にウェハとＡｌ膜との剥離と推測される。また、ウェハの
材料（石英、ガラス）による接合の違いはほとんどないといえる。
【００６８】
　これに対して、各ウェハの片側に厚さ０．２ｎｍのＡｌ膜を成膜して接合したサンプル
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Ｎｏ．１は、内部側にもある程度大きなボイドが観察されたが、ウェハに占める面積は小
さく、十分な領域で接合された。これは、Ａｌ膜が薄い（少ない）ことで、ウェハ表面（
接合面）の凹凸の比較的粗い領域やパーティクルの付着、あるいはウェハの平坦性から、
間隙が広かった領域が接合し難かったと推測される。しかしながら、シェア強度は、サン
プルＮｏ．２よりは劣るものの十分に高く、サンプルＮｏ．２と同様に、ダイシングでの
チップの飛びはバルク破壊と界面での剥離の両方が観察された。そして、表面活性化接合
が困難な石英（ＳｉＯ2）であっても、このような１原子層に満たない厚さの金属膜で十
分に強固に接合されることが確認された。
【００６９】
　合計で厚さ６０ｎｍの金属膜が形成されたサンプルＮｏ．５，６は、目視で光の透過が
観察されない（不透明である）のに対して、サンプルＮｏ．１～４は、目視にて光を透過
することが確認された。さらに図４に示すように、各ウェハにＡｌ膜を成膜して接合した
サンプルＮｏ．１，２は、波長５００ｎｍ近傍から波長が短くなるにしたがい、透過率の
漸減が観察された。しかし、各ウェハの片側に成膜したＡｌ膜の厚さが０．３ｎｍのサン
プルＮｏ．２は、青色光領域（波長４３０～４９０ｎｍ）で透過率９８％以上であり、発
光装置として十分に適用可能である。一方、厚さ０．３ｎｍのＡｕ膜を成膜して接合した
サンプルＮｏ．４は、緑～黄色光領域（波長５００～６００ｎｍ）で透過率が低下したが
、青色光領域では同じ厚さのＡｌ膜を成膜したサンプルＮｏ．２よりも透過率が高いこと
から、発光素子の仕様に応じて金属の種類を選択することが好ましいといえる。
【実施例２】
【００７０】
〔サンプルの作製〕
　厚さ０．８５ｍｍ、φ４インチ、表面の算術平均粗さＲａ：０．１８ｎｍのサファイア
基板２枚を、実施例１と同様に、ＤＣマグネトロンスパッタ装置にて表２に示す金属膜を
成膜して、金属膜を成膜した面同士を重ね合わせて接合した。なお、サンプルＮｏ．１２
，１３は、１枚のウェハ（サファイア基板）上にシャッターを設けることでもう１枚のみ
にＡｌ膜を成膜した。また、サンプルＮｏ．１３は、スパッタリング前（シャッターを設
ける前）に、２枚のウェハのそれぞれの表面に、ＦＡＢガンによりＡｒイオンを発生させ
て１０秒間照射した（表２に「Ａｒ+」で示す）。
【００７１】
【表２】

【００７２】
〔評価〕
　作製したサンプルについて、実施例１のサンプルＮｏ．１～３と同様に、可視光を照射
して接合状態（未接合領域の有無）を観察した。図５（ａ）～（ｇ）にサンプルＮｏ．７
～１３の外観写真を示す。また、サンプルに、光を入射角０°、５０°で照射して、透過
光を分光光度計で測定した。サンプルＮｏ．７～１０の分光透過率曲線を図６に示す。な
お、図６（ｂ）（入射角５０°）には、サファイア基板のみの参照データ（Ｒｅｆ．）を
併記する。
【００７３】
　図５に示すように、サンプルの一部にボイドが観察されたが、干渉縞はなく、サンプル
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Ｎｏ．７～１３のすべてについて良好に接合された。特に、実施例１において同じ厚さの
Ａｌ膜を成膜したサンプルＮｏ．２，３とサンプルＮｏ．７（図３（ｂ）、（ｃ）と図５
（ａ））、およびサンプルＮｏ．１とサンプルＮｏ．８（図３（ａ）と図５（ｂ））をそ
れぞれ比較すると、サンプルＮｏ．７，８の方がウェハ径が大きいにもかかわらずボイド
が少なかった。これは、ウェハの表面粗さが小さく平滑性に優れていることによると推測
される。
【００７４】
　また、図５（ｆ）に示すサンプルＮｏ．１２は、ウェハの一方にはＡｌ膜を成膜しなか
ったが、図５（ｇ）に示す、一方にＡｒイオン照射のみを行ったサンプルＮｏ．１３と同
様に接合された。これは、もう一方のウェハにＡｌ膜を成膜しているときに、Ａｒイオン
に曝されて、表面が活性化したことによると推測される。また、図５（ｅ）に示す２枚の
ウェハのそれぞれに厚さ０．０５ｎｍのＡｌ膜を成膜したサンプルＮｏ．１１のみ、周縁
以外にもボイドが観察されたのは、成膜時間が極めて短い（０．５秒間）ためにＡｌ膜の
膜厚の面内ばらつきを生じたことによると推測される。
【００７５】
　図６に示すように、厚さがウェハ２枚の合計でＡｌ原子の原子径相当である０．３ｎｍ
となるＡｌ膜を成膜したサンプルＮｏ．９、さらにそれよりも薄いＡｌ膜のサンプルＮｏ
．１０は、実質的に光の吸収が見られなかった。なお、サンプルＮｏ．１１～１３は、サ
ンプルＮｏ．１０と分光透過率曲線にほとんど差が見られなかったため、分光透過率曲線
の図示を省略する。これに対して、合計でＡｌ原子の原子径を超える厚さとなるＡｌ膜を
成膜したサンプルＮｏ．７，８については、青色光領域で透過率の低下が観察されたが、
入射角０°においては、実施例１のサンプルＮｏ．２と同様に青色光領域で９８％以上で
あり、発光装置として十分に適用可能である。
【００７６】
　以上、本発明に係る発光装置およびその製造方法について、本発明を実施するための形
態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、これらの記載
に基づいて種々変更、改変等したものも本発明の趣旨に含まれることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　　発光装置
　１　　　発光素子
　２　　　基板
　３　　　半導体構造体
　７　　　波長変換部材（光学部材）
　８　　　金属膜
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